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１．主要渋滞箇所の渋滞対策の進め方

○地域別の対象実施状況を整理するとともに、「対策検討中箇所」、「対策実施済だが改善が見られない箇所」を中心として対策を検討する。
○対策検討に際しては、ワーキンググループにおいて、対策検討優先度を検討し、効果的に渋滞対策を検討する。
○なお、対策検討の優先度が高いが、交通実態調査結果の無い箇所では、渋滞対策検討と並行して、交通実態調査を行う。

１）今後の対策検討の流れ
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１．主要渋滞箇所の渋滞対策の進め方

○PDCAサイクルに基づき、各道路管理者及び渋滞協メンバーが、各々の役割に従って検討を進める。
○渋滞状況の把握や、対策効果検証、経過観察など、必要に応じて国が提供する速度データを活用し、検討する。

２）渋滞対策の推進に際しての役割

手順 作業項目 役割

検討箇所の選定 ①箇所の選定
各道路管理者
渋滞対策協議会

渋滞状況把握

②民間プローブデータ、ETC2.0（プローブデータによる旅
行速度集計）

国

③民間プローブ集計結果に基づく現状分析
④交通実態データの収集
（交通量、渋滞長※実態調査データがない場合）

各道路管理者

渋滞要因分析 ⑤交通データや現地状況確認に基づく渋滞要因分析
各道路管理者
渋滞対策協議会

渋滞対策の立案
⑥渋滞要因分析結果、事業実施環境等を踏まえ、
ソフト対策を含めて短・中長期対策を立案

各道路管理者
渋滞対策協議会

対策実施状況の
把握

⑦対策実施状況・対策着手見込み・対策完了見込
みの整理

各道路管理者

対象効果検証

⑧民間プローブデータ、ETC2.0プローブデータによる旅
行速度集計

国

⑨ 交通実態データの収集（※必要に応じて実施）

⑩ 対策効果の把握・検証
各道路管理者

追加対策の必要
性確認、
経過観察

⑪ 新たな課題の発生有無の確認
各道路管理者
渋滞対策協議会

⑫ 民間プローブデータ、ETC2.0プローブデータによる旅
行速度集計・モニタリング

国

⑬ 現地調査等による経過観察 各道路管理者

：各道路管理者に加え、交通管理者、運輸監
理部、民間団体等と意見交換

：交通ビッグデータを国が提供し、検討に活用

P

D

C

A

検討内容、検討結果について
主要渋滞箇所カルテに取りまとめる
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２．主要渋滞箇所カルテの活用

○主要渋滞箇所の道路交通状況、渋滞要因、対策案、効果評価を一元的に管理する「主要渋滞箇所カルテ」を活用して、各道路管理者における情報の管理、渋滞対策協議会での
情報共有を図りながら、渋滞施策への取り組みを効果的に推進する。

○各道路管理者は各種情報（※プローブ情報を除く）を事務局に提供し、事務局にてそれらを「主要渋滞箇所カルテ」にとりまとめる。

１）主要渋滞箇所カルテによる情報共有の管理・共有

①道路交通状況・渋滞発生状況

：道路管理者から情報提供内容を記入
：事務局提供の交通データに基づき記入

●対象箇所の状況及び渋滞発生状況図について

・台帳付図・ポンチ絵、写真、交通実態調査結果等
を記載し、渋滞状況を分かりやすく記載
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２．主要渋滞箇所カルテの活用

１）主要渋滞箇所カルテによる情報共有の管理・共有

②渋滞要因分析・対策立案

●対策案の説明について
・対策案について、概ね5年以内に事業完了であれば
短期、それ以外を長期に分類し、その対策内容を記載

●渋滞対策図について

・対策案の分類（短期・長期）に合わせて対策内容を台
帳付図・ポンチ絵を用いて記載

●渋滞発生要因について
・台帳付図・ポンチ絵を用いて、渋滞発生の要因を記載

：道路管理者から情報提供内容を記入
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２．主要渋滞箇所カルテの活用

１）主要渋滞箇所カルテによる情報共有の管理・共有

③効果評価

●対策別評価について

・旅行速度については、旅行速度調査結果、もしく
はプローブデータに基づく結果を記載

：道路管理者から情報提供内容を記入
：事務局提供の交通データに基づき記入



３．対策検討中箇所の進め方

○対策検討中32箇所中、21箇所が福井市内である。
○福井市街地は、国道8号・フェニックス通りともに朝の通勤時間帯（7-9）に速度低下が発生。
○公共交通の利用促進などのソフト対策を含めた対策検討が必要。

対策検討中箇所について

■対策検討中箇所の所在地と管理者

交差点名 市名 管理者

三国東７ 坂井市 福井県

丸山 福井市 直轄

米松 福井市 直轄

裁判所前 福井市 福井県

繊協ビル前 福井市 福井県

大名町 福井市 福井県

幸橋北詰 福井市 福井県

春日 福井市 福井県

新木田 福井市 福井県

赤十字病院入口 福井市 福井県

花堂跨線橋西 福井市 福井県

板垣 福井市 直轄

産業会館 福井市 直轄

大町 福井市 直轄

新保 福井市 直轄

高木中央 福井市 福井市

幾久交番前 福井市 福井県

大宮 福井市 福井県

堀ノ宮 福井市 福井県

大仏前 福井市 福井県

光陽 福井市 福井県

花堂 福井市 福井県

御幸 鯖江市 直轄

鯖江警察署前 鯖江市 直轄

大虫口 越前市 福井県

横市 越前市 直轄

万代橋東詰 越前市 福井県

合同庁舎前 敦賀市 福井県

南川大橋東詰 小浜市 福井県

市役所前 小浜市 福井県

湯岡橋東詰 小浜市 直轄

湯岡 小浜市 直轄
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参考 ソフト対策（時差通勤）
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対 策 （案）

対策（案）の実現に向けた検討内容

福井県は自家用の保有台数が多く、時間帯交通量が占める割合も朝夕の通勤時間帯が多い。そのため、福井市
街地のクルマでの通勤者を対象に、情報提供による時差出勤を促す。
民間プローブデータを用い、平日朝夕の渋滞発生時間帯を示し、時間帯を避けることを促す『広報媒体』を作成。

渋滞発生時間帯の提示 出典：徳島河川国道事務所ＨＰ

【 時差通勤を促す広報媒体（チラシ）の事例 】

対策（案） 検討課題 検討方法・内容 役割分担（案）

○関係機関（商工会議所）との調整
　 時差出勤の実績、従業員への周知方法等

・関係機関との調整を、福井河川国道、福井県、市町が中心となって実施。

○広報計画の検討
　 広報対象、掲載内容、広報媒体の選定

・福井河川国道事務所、福井県、市町が共同して広報活動を行う。

交通需要マネジメント
（TDM）

（時差出勤）
・実現性の検証

関係機関調整中

11.2%
10.3%

10.2% 9.9%

6%
7%
8%
9%

10%
11%
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7時
台

8時
台

9時
台

10
時

台

11
時

台

12
時

台

13
時

台

14
時

台

15
時

台

16
時

台

17
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18
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時間帯別交通量が12時間交通量に占める割合

福井県 全国（福井県除く）

朝ピークは全国
値より高い

夕ピークは全国
値より高い


